
号

外

二�
平

成
三
十
年

三

月
二
十
二
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項｣

を｢

第
三
十
一
条
の
二｣

に
改
め
、
同
項
第

二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
中｢

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る｣

と
あ
る
の
は
、｢

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有

効
化
措
置
を
講
ず
る｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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